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令和４年１２月２１日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官 

令和４年（行コ）第１８４号労働委員会命令取消請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所令和元年（行ウ）第４６０号） 

口頭弁論の終結の日 令和４年１１月７日 

判決 

控訴人       Ｘユニオン 

被控訴人      国 

処分行政庁     中央労働委員会 

被控訴人参加人   株式会社Ｚ（以下「参加人」という。） 

主文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は、控訴人の負担とする。 

事実及び理由 

（略称は原判決の例による。） 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 中央労働委員会が中労委平成２６年（不再）第２１号事件について平成３１

年２月６日付けでした命令を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

  控訴人は、コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営してい

る参加人との間で加盟店基本契約（本件フランチャイズ契約）を締結して店舗

を経営する加盟者らが加入する組合である。控訴人は、参加人に団体交渉の申

入れをしたが、参加人はこれに応じなかった（本件各団交拒否）。 

  控訴人は、本件各団交拒否が不当労働行為に当たるとして、救済を申し立て

たところ、岡山県労働委員会は、救済命令（本件初審命令）を発した。参加人
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がこれを不服として再審査を申し立てたところ、中央労働委員会は、本件初審

命令を取り消し、救済申立てを棄却する命令（本件命令）を発した。 

  控訴人は、本件命令の取消しを求めた。 

  原審は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が請求の認容を求めて控訴

した。 

２ 当事者の主張等 

  前提事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか

は、原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の２及び３に記載の

とおりであるから、これを引用する。 

(1) ２頁２２行目から２３行目にかけての「参加人が」を「参加人は、」に改め

る。 

(2) １１頁２６行目の「Ｃタイプ契約」の次に「（加盟店の店舗に供する土地・

建物を、参加人が所有し、又は第三者から賃借して、加盟希望者に使用させ

る場合に用いられる契約）」を加える。 

第３ 当裁判所の判断 

  当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり

補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」に説

示するとおりであるから、これを引用する。 

１ ３２頁１０行目の「１８の地域」の次に「（本件命令発出当時）」を加える。 

２ ４０頁１５行目の「生産」を「清算」に改める。 

３ ４５頁の表の「総売上原価」欄の「月初商品棚卸高から」を「月初商品棚卸

高及び」に改める。 

４ ４７頁８行目から９行目にかけての「これまで数例にとどまっている。」を「平

成３０年１月当時までで４例にとどまっていた。」に改める。 

５ ５１頁１２行目の「７１、」の次に「７７、」を加える。 

６ ５２頁４行目の「発送等」を「配送等」に改める。 
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７ ５４頁９行目の「前記のとおり、」を削除する。 

８ ６５頁１２行目の「適正」を「適性」に改める。 

９ ７９頁１６行目の「参加人」を「加盟者」に改める。 

１０ ８０頁１９行目の「前記２(9)カ(ｱ)」を「前記２(9)オ(ｱ)」に改める。 

１１ ８２頁１５行目の「おり」の次に「（乙Ａ３１、３２）」を加える。 

１２ ８２頁２０行目の「情報の」を「情報を」に改める。 

１３ ８３頁２１行目の「とともに」を「を」に改める。 

１４ ８４頁５行目の「については、」の次に「原則として」を加える。 

１５ ８４頁２４行目の「前記２(8)ア」を「前記２(8)」に改める。 

１６ ９５頁１１行目、１２行目、１４行目及び９６頁２０行目の各「前記(1)」

をいずれも「前記３(1)」に改める。 

１７ ９６頁４行目から８行目までを次のとおり改める。 

「ア 控訴人は、労働者が東京でほぼ最低賃金の時給１０００円で毎日１０時間

年３００日働くと３００万円となり、それを夫婦二人で行えば６００万円の報

酬となるところ、原判決別紙２によれば、Ｃタイプ契約の加盟店については、

年間利益額が６００万円台以下の加盟者が合計２８．３％もおり、誰かに働い

てもらうと赤字になることから、本件フランチャイズ契約は、加盟者と配偶者

が自ら労務を提供とすることを前提としたものであることが明らかであると主

張する。 

  しかし、控訴人が主張する年間６００万円の賃金に相当する労働の全てを実

際に加盟者及び配偶者で行うのか、従業員にも割り当てるのか、割り当てると

してどの程度の労働を誰に割り当てるのかは、参加人ではなく、加盟者自身が

判断しているのであるから（前記３(1)ウ参照）、控訴人が指摘する年間利益額

の状況を理由として、加盟者が参加人の事業遂行に不可欠ないし枢要な労働力

として組織に組み入れられているとか、参加人から支払われる月次引出金等が

労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するなどとはい
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えず、控訴人の上記の主張を採用することはできない。」 

１８ ９８頁１９頁の「そして、」から２２行目の末尾までを、次のとおり改める。 

「そして、控訴人の組合員のうちの５名（前記２(13)）は、組合に加入していな

い加盟者３名（同(14)）と異なり、常用雇用の正社員を店長等の職に就け、従

業員の指揮監督や勤務シフトの作成を委ねたり、独自のカリキュラムやマニュ

アル等を作成し又は使用して従業員教育を行ったりはしておらず、また、店舗

運営業務に携わる時間が長い傾向にはあるものの、いずれも店舗の収益状況等

に応じて、自ら判断して多数のアルバイト従業員を恒常的に雇用して店舗運営

業務を割り当てていることなどに鑑みると、前記３(2)及び４の認定・判断は、

控訴人の組合員についても当てはまるものと認められる。したがって、参加人

と本件フランチャイズ契約を締結した加盟者である控訴人の組合員は、労組法

上の労働者に該当するとはいえない。」 

１９ ９８頁２２行目の末尾に改行して、次のとおり加える。 

「６ 当審における控訴人の主張について 

(1) 控訴人は、当審において、① 国際労働機関が平成１８年（２００６年）

に採択した「雇用関係に関する勧告」（第１９８号）は、日本を含む加盟国に

対し、契約上の取決め等により雇用関係が隠蔽された労働者を保護するため

の施策を求めており、各国の裁判所においても、業務委託契約や請負契約に

基づき稼働する運転手や配達員を労働者として保護する判決がされている、

② 憲法２８条の「勤労者」が実態として役務を提供しこれに対し報酬を受

領する者を含むものであれば、控訴人の構成員は団体交渉権を憲法上有する

こととなり、控訴人を労働組合と認めることができる、③ 控訴人の構成員

の労働者性を判断するに当たり、Ａタイプ契約を締結した者も含む、控訴人

の構成員以外の加盟者の状況を根拠とすべきではない、④ 参加人はＺのフ

ランチャイズ・チェーンを運営しており、加盟者の加盟の対象も同フランチ

ャイズ・チェーンであるから、加盟者と同フランチャイズ・チェーンとの関
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係という視点から検討すれば、加盟者の労働者性が肯定されるべきである、

と主張する。 

  しかし、①については、本件における争点は、参加人の控訴人に対する本

件各団交拒否が労組法７条２号所定の不当労働行為に当たるか否かであり、

その前提として、参加人と本件フランチャイズ契約を締結した控訴人の組合

員が労組法上の労働者に該当するか否かが争われているのであって、控訴人

の上記主張は、争点に対する判断に影響するものではない。 

  また、②については、憲法２８条により保障された勤労者の権利を具体的

に定めたのが労組法であり、控訴人の組合員が憲法２８条にいう勤労者に当

たるか否かも、具体的には、当該組合員が労組法上の労働者に当たるか否か

として判断されることとなるから、控訴人の上記主張も、実質的には労組法

上の労働者該当性に関する解釈、適用を争うものにほかならず、この主張に

対する判断は、前記５までに説示したとおりである。 

  さらに、③、④について、参加人はＺのフランチャイズ・チェーンを運営

しており、加盟者の加盟の対象も同フランチャイズ・チェーンであるから、

控訴人の構成員の労働者性を判断する上で、Ｚのフランチャイズ・チェーン

の実態を踏まえた、加盟者とフランチャイズ・チェーンとの関係という視点

からの検討も必要となる。しかるところ、Ｚのフランチャイズ・チェーンに

は、Ａタイプ契約を締結したり複数出店をするなど事業者性が明らかな加盟

者も一定数加盟しているのであるから、上記の視点を踏まえた検討を適切に

行うためには、控訴人の構成員に限定することなく、Ａタイプ契約を締結し

た加盟者等も含めた、Ｚのフランチャイズ・チェーンの全体を認識する必要

がある。他方、控訴人が団体交渉を求めた相手は、フランチャイザーである

参加人であって、Ｚのフランチャイズ・チェーンではないから、控訴人の構

成員がＺのフランチャイズ・チェーンに組み込まれているからといって、直

ちに控訴人の構成員が参加人の事業に組み込まれていることと同視すること
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はできない。したがって、控訴人の主張のうち、③は採用することができず、

④は前記４までの認定、判断を左右するものということはできず、いずれも

理由がない。 

(2) 控訴人は、さらに、⑤ 参加人が作成した損益計算書の記載例及び本件フ

ランチャイズ契約における月次引出金の計算式によれば、加盟者が月次引出

金として４０万円を得るためには人件費９万円に相当する従業員の労働を減

らして自ら働かなければならず、さらに、店舗運営の標準人時を参加人の資

料から６５人時とすると、全ての労働を他人に委ねるためには月平均１６８

万８７９９円の給与を支払わなければならず、原判決別表３記載の平均１３

８万円程度の給与との差額３０万円に相当する労働は、加盟者が担っている、

⑥ フランチャイズ・システムにおいては、フランチャイザーがシステムの

オーガナイザーの役割を担い、加盟者はシステムの執行者としての役割を与

えられ、事業者の自立性が大幅に制限されている、⑦ 参加人のＰＯＳ（販

売管理システム）は、店舗における加盟者、配偶者及び従業員によるデータ

入力作業が必須であり、控訴人の構成員は参加人の情報システムに完全に組

み込まれている、とも主張する。 

  しかし、⑤については、控訴人が援用する損益計算書の記載例は、その表

題等からみて、Ｚの会計システムを説明するための資料であって、そこに記

載された金額から加盟者が店舗運営業務に携わる時間を推計し得るものとは

考え難く、その他控訴人が主張する計算式等を考慮しても、加盟者が一般的

に長時間にわたる店舗運営業務に従事することを余儀なくさせられているな

どと認めることはできず、加盟者自身が店舗運営業務に従事する状況には相

当に幅があり、その具体的な内容は加盟者本人が決定しているのが実態であ

ること（前記３(1)ウ）が否定されるものではない。 

  また、⑥については、コンビニエンスストアのフランチャイズ・システム

の加盟者においては、販売する商品及び提供する役務の各範囲や日々の店舗
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運営等において、事業主としての自立性が制限されるものではあるが、それ

らの点を考慮してもなお、控訴人の構成員がフランチャイザーである参加人

との関係において労組法上の労働者に該当すると認め難いことは、既に検討

したとおりである。 

  さらに、⑦については、控訴人の構成員に係る労組法上の労働者性に影響

する事情であるとはいい難い。 

(3) 以上のほかにも、控訴人は様々な主張をするが、いずれも原審における主

張の繰り返しか、本件における争点に影響しないものであって、前記５まで

の認定判断を左右するものとは認められない。」 

第４ 結論 

  以上によれば、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであり、これと同旨

の原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。 

 

    東京高等裁判所第２０民事部 


